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Ⅰ．産科医療体制の将来ビジョンの策定にあたって 

【ビジョンの性格と役割】 

本県においては、産科医や産科医療施設の不足などの産科医療の現状を踏まえなが

ら、限られたマンパワーの中で、安心かつ安全に、妊娠・出産ができる環境の整備が

求められています。 

そこで、本県の産科医療体制における課題を明らかにし、課題解決に向けた基本方

針と対策を定めるため、「産科医療体制の将来ビジョン」を策定するものです。  

【策定の目的】 

１．ビジョンに定める短期的、中・長期的対策については、青森県周産期医療協議会

において具体的に定めることとしており、この際に、併せて、評価指標を定めます。

２．短期的な対策期間の最終年度である平成２０年度終了後に、ビジョンの評価を行

い、対策の見直しを検討します。 

【評価】 

１．ビジョンは、将来にわたって、県民が安心かつ安全に、妊娠・出産ができる環

境の整備を進めるための基本方針と短期的、中・長期的に実施すべき対策を定め

たものです。 

２．ビジョンは、対策を行う主体となる、行政（国、県、市町村）、医療機関、医

師や助産師、看護師などの医療関係者、関係機関、県民などが、取組みを進める

上での指針となるものです。 

３．県は、各対策を行う主体との連携と役割分担のもとに、ビジョンの実現に向け

て取組みを進めます。 
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Ⅱ．本県の産科医療の現状 

１．産科医療体制の弱体化 

（１）産科医療施設数の減少 

出産を取り扱う産科医療施設は減少傾向にあり、住民においては、産科医療施設への

アクセスについて不便が生じているほか、産科医においては、分娩の集中による、勤務

環境の悪化が問題となっています。 

  また、産科を標榜する医療機関のうち、実際に出産を取り扱っている施設は、病院 

１３、診療所２１（平成１９年４月１日現在。医療薬務課調査）となっています。時間

外の出産への対応、訴訟リスク、産婦人科医の高齢化などの理由によって、出産を取り

扱わない産科診療所が増加しています。 

 
分娩実施施設数の推移（医療施設調査より抜粋） 
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平成 19 年 4 月 1日現在 
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産婦人科医・助産師とも不在地域
産婦人科・助産師ともあり
助産師のみ
産科のある公立病院
産科のある民間病院
分娩施設のある産科診療所

☆産婦人科医数の変化 

年次 昭和

53年 

昭和

57年 

昭和

61年 

平成

2年

平成

8年

平成

12年

平成

14年

平成

16年

産婦人科・産科・婦人科医数 170 172 162 162 153 140 142 130

産婦人科・産科医数 

(平成 2年以前は重複計上) 

147 151 142 138 114 102 103 94 

                    （医師・歯科医師・薬剤師調査より） 

☆助産師数の変化                   

年次 平成 

2 年 

平成 

8 年 

平成

12年 

平成

14年

平成

16年

助産師数 387 328 368 302 333

病院勤務 262 265 297 225 253

診療所 8 23 22 34 40 

助産所（出張を含む） 98 36 13 14 10 

勤

務

先 

その他 19 4 36 29 30 

                    （業務従事者届より） 

☆産科医療施設数と従事医師数（平成 19 年 4月 1日現在） 

  公 立 病 院：１１施設（４１人） 

  民 間 病 院： ２施設（ ４人） 

  民間診療所：２１施設 
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（２）勤務環境の悪化による産科医の疲弊 

  産科医療においては、出産の進行状況に個人差があること、状態の急変も珍しくな

いことなどから、即時の医療対応が求められています。このため、少ない医師数で対

応する病院、概ね１人の医師が診療を担う診療所のいずれにおいても、産科医の勤務

状況は厳しいものとなっています。 

参考：「青森県における産科医療の現状と将来展望に関する調査研究」より 

（本県及び秋田県北の公的・私的病院１７機関とそこに勤務する全産婦人科医 52 名

に対するアンケート調査実施） 

１．弘前大学を除く 13 公的病院のうち、産婦人科医定員数に達しているのは 5病院。 

うち 3病院で産休の医師が発生し、実質的に定員を満たしているのは 2病院。 

２．月間勤務時間は概ね 200 時間から 300 時間で、月間の時間外労働は、24 時間～124

時間 

３．労働環境状況についての医師アンケートでは、施設の医師数を不足と感じている割

合が 85%を占めており、当宅直の現状を過重と感じている割合が 50%を超えている。医

師不足感と過重感のある当直のため、自分自身の仕事量を過重と感じている産婦人科

医は 60%を超えている。 

（３）産科医の高齢化 

  本県の産婦人科医の年齢構成をみると、６０代以上の占める割合が３７％であるの

に対し、２０代、３０代は１８％となっています。産科医志望者が減少しているなか、

今後、産科医の高齢化が進むことで、ますます産科医療を支える人的資源が減少する

ことが考えられます。 

 

青森県内の
産婦人科医
の年齢構成
（臨床産婦人科医会
会員１３９名）
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２．県民の不安・負担 

産科医療施設までの距離が遠くなったことにより、妊婦とその家族には、妊婦健診

や出産ための入院などの際に身体的・経済的な負担が生じているほか、状態が急変し

た際に、速やかに医療機関へ受診できるだろうかといった精神的な負担も生じていま

す。 

また、妊娠や出産に直面していない県民の間にも、安心して出産できなくなるので

はないかという漠然とした不安が生まれることが懸念されます。 

 

参考：『公立野辺地病院産科休診に係る妊婦や乳児の母親に対する意識調査』 

調査期間：平成 17年 9月～平成 18年 3月 

対  象：①妊娠届出をした妊婦に対して調査用紙の記入を依頼、その場で回収 

     ②4ヶ月児健診案内に調査用紙を同封し、同健診時に回収 

調査目的：町内に産科医療機関がない中での、町民の支援やフォローについて検討して

いくための「町民の声」を把握する。 

 

妊婦健診や出産の際に困ったことや不便だったこと（4ヶ月児の母親の結果） 

                                     人 

75

2

2

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

病院が遠い

里帰り出産に切り替えた

病院が遠く上の子を連れて行けなかった

病院を断られた

健診・分娩代が高い

病院スタッフの対応が悪い

 

内訳 
遠くて時間がかかる ３３人

遠くて疲れる    ２０人

予定日近くなると心配１１人

分娩が間にあうか心配 ８人

遠くて経済的に負担  ３人
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３．産科医療を取り巻く環境の変化 
（１）社会情勢の変化 
少子化の進行により、出生数自体は減少していますが、高度な医学的管理を要す

るハイリスク妊娠や低出生体重児の割合は高まっています。 
 
【参考】 
１．低出生体重児の割合の推移（人口動態調査から） 
 

出生数における２５００グラム未満児の割合
平成 10 11 12 13 14 15 16 17
青森県合計　　 7.71% 7.91% 7.93% 8.37% 8.59% 8.85% 8.88% 9.30%

 
２．分娩数に占める帝王切開の割合の推移（医療施設調査から） 
 
各年９月１ヶ月間の病院・診療所における分娩数に占める帝王切開分娩の割合 

12.6%

14.7%
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9.6%

12.2%
13.0%

16.8%
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18%

20%

平成８ 平成１１ 平成１４ 平成１７

全国

青森県

 
（２）特徴ある産科医療への対応 
・ 一般に、出産は病気ではなく、自然で安全なものと認識されていますが、正常か

ら異常へ急激に変化する側面をもっており、出産が終わってはじめて、正常であ

るか否かの結果が判断できると言えます。 
・ 出産の進行状況は個人によって多様であり、管理不可能な側面があるため、出産

を扱う医療機関では、常に、診療応需の体制をとることが必要となります。 
・ 保健師助産師看護師法第三条において、助産師は「厚生労働大臣の免許

を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行

うことを業とする女子」と定められており、助産を行うことができます。 

・ 出産においては、母体と胎児、二つの命への対応が必要であり、新生児の治療を

行う小児科医、手術中の全身管理を行う麻酔科医との連携が重要です。 
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産科医療体制の弱体

化（ｐ２～４） 
県民の不安・負担 
（ｐ５） 

現状 

以上を踏まえた

取組みの基本方

針 

基本方針Ⅰ．現状の産科医療資源のなかで、安心・安全な出産環境の

整備を図ります。 

基本方針Ⅱ．将来にわたる産科医療体制の維持・充実を図ります。 
 

基本方針Ⅲ．県民の不安・負担の軽減を図ります。 
 

産科医の減少 
・ 勤務環境が厳しいため、志望者が

減少しています。 
・ 女性医師が適任というイメージ

が増大し、男性の志望者が減少し

ています。 
・ 臨床研修の義務化により、研修医

が自由に、研修指定病院を選択す

ることが可能となったため、大学

附属病院で研修する医師が減少

しています。 

 
・ 開業医の高齢化に伴い、産科医不足は深刻さを増すことが懸念

されます。 
・ 産科医における女性の割合が高まっており、女性医師の働きや

すい環境づくりが重要となっています。 

将来展望 

医療訴訟、起訴の割合の増加 
・ 乳児死亡率等が改善され、一般的

に出産は安全なものという認識が

広まる一方で、高齢出産や低出生

体重児の割合は高まっており、リ

スクの高い妊娠が増えています。

・ 一方、社会的には、医療訴訟、起

訴などにより、医師の責任を追及

する動きが高まっており、特に産

科についてはその傾向が強くなっ

ています。 

Ⅲ．産科医療提供体制の充実のための基本方針

現
状
を
生
み
出
し
た
要
因
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基本方針Ⅰ 短期的な対策 

（19～20年度の取組み） 

中・長期的な対策 

（～24年度の取組み） 
１．青森県周産期医療システ

ムに基づく、周産期医療体制

の充実を図ります。 

 

①青森県周産期医療システムに基づく、

周産期医療体制の充実を図るため、各保

健医療圏において、医療機関、市町村、

保健所、搬送機関、住民等による連絡会

を開催し、病病連携、病診連携のあり方

や搬送体制について協議を行います。 

②現在の医療資源を踏まえ、産科医の適

正な配置、及び産科医療施設の集約化・

重点化について検討を行います。なお、

産科医療施設の集約化・重点化は、小児

科と併せて、検討を行います。 

③安全な出産環境の確保を図るため、産

科医療施設における麻酔科医の確保を図

ります。 

④母体・胎児、新生児救急搬送マニュア

ルに基づき、ヘリ搬送を含む緊急搬送体

制の強化を図ります。 

①各地域において、一次医

療、二次医療、三次医療の

役割分担を踏まえた、病病

連携、病診連携体制の見直

しを行います。 

②各地域の実情を踏まえ、

自宅から産科医療施設（高

次施設への転送を含む）ま

での安全な搬送体制を構築

します。 

③総合周産期センターの

機能の充実を図り、周産期

医療に携わる人材育成と

教育、情報発信を行いま

す。 

 

２．産科医をはじめ、周産期

医療に携わる医師の勤務環

境を改善し、産科医として働

き続けられる環境を整備し

ます。 

 

⑤周産期医療に携わる医師の勤務環境の

改善を図るため、勤務時間、休暇、手当

等の改善を図ります。 

なお、分娩手当の創設など、産科医療

の提供に伴う医療機関の収益が、産科医

へ還元される給与体系について検討しま

す。 

⑥女性医師が継続的に就労できる環境づ

くりを推進します。 

 

３．助産師の活用を図りま

す。 

 

⑦本県における助産師の活用のあり方に

ついて、教育・研修のあり方も含め、検

討を行い基本的な方針を定めます。 

 

④助産師活用のあり方につ

いての検討結果を踏まえ

て、院内助産所や助産師外

来の具体化を検討します。 

Ⅳ．基本方針と短期的、中・長期的対策 
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基本方針Ⅱ 短期的な対策 

（19～20年度の取組み） 

中・長期的な対策 

（～24年度の取組み） 
１．将来にわたる産科医療提

供体制の維持・充実を図りま

す。 

①産科医の増加を図るため、医学生に対

する産科医療のやりがいの周知、奨学金

等による誘導措置などに取り組みます。 

②オープンシステム、院内助産所などの

新たな産科医療体制の構築について検討

を行います。 

③周産期医療に対する正当な評価を進

め、産科医療の果たす役割に見合った診

療報酬や出産手当金の引上げを求めま

す。 

④産科医の知識、技能の向上を図るため、

教育体制を確立するとともに、勤務医が

学会や研究に参加しやすい環境を整えま

す。 

①国に対して、特定診療科

の医師不足解消について、

抜本的な対策を求めていき

ます。 

②オープンシステム、院内

助産所など、新たな産科医

療体制の具体化に取り組み

ます。 

Ⅳ．基本方針と短期的、中・長期的対策 



  

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針Ⅲ 短期的な対策 

（19～20年度の取組み） 

中・長期的な対策 

（～24年度の取組み） 

１．産科医療の現状に係る県

民の理解を深めるとともに、

妊娠・出産に関する知識の普

及を図ります。 

 

①県民の理解を促進するための

講演会開催やパンフレット作成

を行います。 

②報道機関との協働により、県

民に対し、適切な情報提供を行 

います。 
 

 

２．県民の精神的・肉体的・

経済的負担の軽減に取り組

みます。 

③産科医療施設が遠くなること

による、県民の負担を軽減する

ため、妊婦等待機宿泊施設の設

置を検討します。 

④通院交通費などの付随費用軽

減の可能性も含めて、妊婦健診

に係る費用負担の軽減に取り組

みます。 

⑤市町村や保健所の保健師、助

産師等、地域における保健医療

資源を活用し、医療機関との連

携を進めながら、妊婦に対する

支援体制の充実を図ります。 

①産科医療施設が遠くなるこ

とによる、県民の精神的・肉体

的・経済的負担の軽減策の具体

化に取り組みます。 

②産科医師がある程度充足さ

れた場合には、妊婦健診が地

元で行える体制づくりを目指

します。 

 

Ⅳ．基本方針と短期的、中・長期的対策 


